
 

 

乙部中学校いじめ防止基本方針 

「いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの子どもにも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の

生徒が楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校を作るために「乙部中学校いじめ防

止基本方針」を策定する。 

１ いじめ防止のための取組 

＜生徒への指導＞

・生徒一人一人が認められ、お互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行

う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。 
・一人一人の活躍の場を保障し、自己有用感を感じられる学級経営を行うとともに、自治活動を通して、

レジリエンスの育成を視野に入れた生徒指導を推進する。 
・わかる授業を行い、生徒に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。 
・思いやりの心や生徒一人一人が大切な存在であるといった命の大切さを「特別の教科 道徳」の時間や

学級活動等の指導を通して行う。 
・「いじめは決して許されないことである」という認識を生徒がもつよう、様々な活動の中で指導する。 
・見て見ないふりをすることは「いじめ」をしていることにつながることや、「いじめ」を見たら、先生

方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さについて指導する。その際、知らせることは決

して悪いことではないことについても合わせて指導する。 
・「いじめ問題」に関する生徒会としての取組を行う。 
・ネットでのいじめを防止するために、学級活動や「特別の教科 道徳」の時間等で「情報モラル教育」

を充実する。 
＜教職員の意識改革＞ 
・「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。 
・生徒による「授業評価」を行い、すべての生徒が授業に参加できる、授業場面で活躍できるための授業

改善に努める。 
・「特別の教科 道徳」の時間の授業公開を行うなど、思いやりの心や命を大切にする心の育成を育む指

導の充実に努める。 
＜保護者や地域への啓発＞ 
・生徒が発する変化のサインに気付いたら、学校に相談することの大切さについて伝える。 
・「いじめ問題」の解決のために、学校・家庭・地域の連携が大切であることを、学校便りや道徳の時間

の授業の地域への公開等で伝え、協力をお願いする。 
・ネットでのいじめに対応するため、携帯電話の利用における危険性やフィルタリングの必要性につい

て、学級懇談や学級通信、家庭訪問等で保護者に啓発する。 

２ いじめの早期発見・早期対応の在り方 

・生徒の様子を担任をはじめ多くの教職員で見守り、気付いたことを生徒理解研修の場で共有する。 
・様子に変化が感じられる生徒には、教職員から積極的に声かけを行い、生徒に安心感をもたせる。 
・学期に一度のアンケート調査を行い、生徒の人間関係や学校生活等の悩み等の把握に努め、共に解決し

ていこうとする姿勢を示し、生徒との信頼関係を深める。 
・「いじめの早期発見」のためのチェックリストを作成・共有し、全教職員で毎月末に実施する。 



 

 

 

 

 

FIT（不登校・いじめ対策委員会） 

校長、教頭、生徒指導部長、養護教諭 

（必要に応じてスクールカウンセラー） 

関係機関との連携 町教委への連絡 

各担任、各学年、（部活動顧問）、生徒、保護者、地域 

３ 教育相談体制 

・全生徒を対象とした学級担任による定期的な教育相談を５月、９月に実施する。 
・いじめに限らず、困ったことがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを生徒に伝え

ていく。 
・いじめに関する相談を受けた教職員は、管理職に報告するとともに委員会を通して校内で情報を共有

するようにする。 
・教職員が気付いた、あるいは生徒や保護者から相談のあった「いじめ」について、事実関係を早期に把

握する。その際、被害者、加害者といった二者関係だけではなく構造的に問題を捉える。 
・事実関係を把握する際には、学校として組織的な体制のもとに行う。 

４ 生徒指導体制 

（１）いじめへの対応 
・校務分掌に「いじめ防止委員会」を位置付ける。構成は、校長、教頭、生徒指導部（代表）、養護教諭

とする。また、必要に応じてスクールカウンセラーを加え、実効的ないじめ問題の解決に資する。 

・役割として、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、生徒、保護者へのい

じめ防止の啓発等に関することを行う。また、いじめの防止の取組が計画どおりに進んでいるかどうか

のチェック、必要に応じた計画の見直しなど、学校のいじめの防止の取組についてＰＤＣＡサイクルで

検証を行う。具体的には、各学期に「取組評価アンケート」を６月（第１回）、１１月（第２回）、２月

（第３回）をめどに実施し、いじめ防止委員会の会議を開催する。その後、すべての教職員で共有し、

共通理解を図る。 
・いじめの相談があった場合には、当該学年の学級担任を加え、事実関係の把握、関係生徒・保護者への

対応等について協議して行う。なお、いじめに関する情報については、生徒の個人情報の取扱いへの対

応を考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。 
・いじめ防止委員会は、いじめを確認した場合は、緊急会議を開いて，いじめの情報の迅速な共有，関

係のある生徒への事実関係の聴取，指導や支援の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対

応を組織的に実施するための中核としての役割を果たす。また、乙部町教育委員会への報告、重大事

態発生時の対応については、法に即して町教育委員会及び檜山教育局に指導・助言を求める。 
・地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であることから、ＰＴＡや

地域の会合等で、いじめ問題など健全育成についての話合いを進めることを依頼する。 



 

 

 

状況の記録 状況確認 管理者への連絡 

・削除依頼 

いじめへの対応 警察への相談 

（２）ネットいじめへの対応 
①ネットいじめの把握

・被害者からの訴え

・閲覧者からの情報

・ネットパトロールでの発見

②不当な書き込みへの対応

（３）重大事態への対応 
①重大事態とは

ア 生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがある。

・生徒が自殺を企図した場合

・精神性の疾患を発症した場合

・身体に重大な障害を負った場合

・高額の金品を奪い取られた場合

イ 生徒が相当の期間を欠席することを余儀なくされている。

・年間の欠席が３０日程度以上の場合

・連続した欠席の場合は、状況により判断する。

②重大事態時の報告・調査協力

学校が重大事態と判断し場合した場合、町教育委員会に報告するとともに、町教育委員会が設置す

る重大事態調査のための組織に協力する。 

５ 校内研修計画 

（１）４月～アセスや子ども理解支援ツール「ほっと」を実施し、分析した上で、第１回生徒理解研

修を実施し、全教員による情報共有を図る。 
（２）８月～第２回生徒理解研修を夏季休業中に実施し、２学期に向けた共通理解を図る。 
（３）12 月～２回目のアセスや子ども理解支援ツール「ほっと」を実施し、分析した上で、第３回

生徒理解研修を実施し、３学期に向けた共通理解を図る。


